
令和８年度川西市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）、川西

市補助金等交付規則（平成１６年川西市規則第４０号）、川西市財務規則（平成５年

川西市規則第１１号）、令和８年度兵庫県環境部補助金交付要綱等に定めるもののほ

か、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。 

（補助金の交付対象） 

第２条　市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事業に要する経費の全部又

は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等（以下「補助事業」とい

う。）の目的、補助事業の対象となる者、補助金の額等に関しては、別表に掲げると

おりとする。 

（補助金の交付申請） 

第３条　前条の補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、

補助金交付申請書（様式第１号）及び市長が別に定める書類を提出しなければならな

い。 

（補助金の交付の決定） 

第４条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、予算の

範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付決定

通知書（様式第５号）もしくは、補助金不交付決定通知書（様式第６号）により申請

者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第５条　前条第２項の規定により当該補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある

ときは、当該通知を受けた日の翌日から１５日以内は、申請の取下げをすることがで

きる。 

２　前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみ

なす。 

（補助事業の着手の届出） 



第６条　市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求める

ことができる。 

（補助事業の変更） 

第７条　補助事業者は、次の各号に掲げる変更を行おうとする場合は、あらかじめ（当

該変更が第２号に掲げるものであるときは、市長が指定する期日までに）、補助金変

更交付申請書（様式第７号）に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)　補助事業に要する経費の配分の変更（市長が別に定める軽微な経費配分の変更を

除く。） 

(2)　第４条の規定により通知された金額の変更 

(3)　前号に掲げる変更のほか、補助事業の内容の変更（市長が別に定める軽微な事業

内容の変更を除く。） 

２　市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて

行う現地調査等により当該申請に係る変更の可否について決定し、その旨を補助金変

更交付決定通知書（様式第８号）もしくは補助金変更不交付決定通知書（様式第９号）

により、当該申請者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条　補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ、補

助事業中止（廃止）承認申請書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を

補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第１１号）により当該申請者に通知するもの

とする。 

（補助事業の遂行状況報告等） 

第９条　補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長

が別に定める報告事項等について報告をしなければならない。 

２　補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の

遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書（様式第１２号）

を市長に提出して、その指示を受けなければならない。 

（補助事業の完了期限） 

第１０条　補助事業者は、令和８年１２月２４日までに補助事業を完了させなければなら

ない。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。 



（実績報告） 

第１１条　補助事業者は、補助事業が完了したときはその完了した日から起算して２０日

以内に、補助事業実績報告書（様式第１３号）及び市長が別に定める書類を市長に提出

しなければならない。 

（是正命令等） 

第１２条　市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該

事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当

該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることがで

きる。 

２　前項の規定は、第９条の報告があった場合に準用する。 

３　補助事業者は、第１項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をし

なければならない。 

（額の確定） 

第１３条　市長は、補助事業の完了に係る第１１条及び前条第３項の実績報告があった

場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、

当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第１４号）により当該補

助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１４条　市長は、前条の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請

求書（様式第１５号）により補助金を交付する。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条　市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当

該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)　法令並びにこの要綱及び当該補助事業に係るその他の規定に違反したとき。 

(2)　補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3)　交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(4)　偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(5)　暴力団等であるとき。 

２　市長は、前項の取消しを決定した場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書

（様式第１６号）により補助事業者に通知するものとする。 



３　市長は、第１項の取消しを決定した場合には、その旨及びその取消事由、その取消

しに係る補助事業者の名称その他市長が必要と認める事項を公表することができる。 

４　前項の規定による公表は、その取消事由が悪質かつ重大である場合その他市長が必

要と認める場合に行うものとする。 

（補助金の返還） 

第１６条　市長は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部

分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から１５日以内

の期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

２　市長は、第１３条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から１５日以内の期限を定めて、そ

の返還を命ずることができる。 

３　市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前２項の期限を延長することが

ある。 

（加算金及び遅延利息） 

第１７条　補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられたときは、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額

（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）

につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならな

い。 

２　補助事業者は、前条第１項及び第２項の規定により補助金の返還を命じられ、これ

を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

当該未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付し

なければならない。 

（帳簿の備付け） 

第１８条　補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿

を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、市長が別に定める処分制限期

間（以下「処分制限期間」という。）の間、保存しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１９条　補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、処

分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又

は担保に供し、又は取壊し（廃棄を含む。）する場合において、その取得価格又は 



効用の増加価格が５０万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。 

保存しておかなければならない。 

（暴力団等の排除） 

第２０条　市長は、この要綱の施行に関し必要があると認める場合は、交付申請者又は

補助事業者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くことがで

きる。 

２　交付申請者又は補助事業者は、補助事業を行うに当たっては、当該補助事業に関し

暴力団等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。 

（電子情報処理組織による手続の特例） 

第２１条　市長は、この要綱に定める手続について、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる。 

（補　則） 

第２２条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別表又

は別に定める事項に定める。 

２　交付申請者又は補助事業者は、補助金の交付等に関して市から指示がある場合は、

その指示に従わなければならない。 

 

付　則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
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別表（第２条関係） 
 

 

補 助 事 業 名 令和８年度川西市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業

 

補 助 事 業 の 目 的

自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する市民を支

援することにより、環境影響の少ない太陽光発電設備の設置を推進し、

温室効果ガスの排出の削減を図る

 

補 助 事 業 の 
 

対 象 と な る 者

次に掲げる要件を全て満たす者 
 
（１）川西市内で自ら居住する新築・既築戸建て住宅に太陽光発電設

備(自家消費型)及び蓄電池を一体的に導入する者。 
 
（２）再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平

成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定

価格買取制度の認定、又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得

しないこと。 
 
（３）発電した電力量の 30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で

自ら消費する者。 
 
（４）補助対象設備の設置に関し、国の他の補助制度を活用しない者。

 

補 助 事 業 の 
 

対 象 と な る 経 費

太陽光発電設備・蓄電池の購入費用及びその設置に係る工事費用（そ

れぞれ単体の導入は補助対象外） 
自己所有に限る。

 

補 助 率

・太陽光発電設備：７万円/kW（上限：5kW） 

 

・定置用蓄電池　：蓄電池の価格（円/kWh）の 1/3 以内。 

ただし、下記価格の 1/3 を上限とする。(工事費込み・税抜き) 

(上限：14.1 万円/kWh の 1/3、5kWh) 

※20kWh 未満

 

補 助 金 の 額 予算の範囲内

 
適 用 除 外 す る 条 項

 
そ の 他 の 事 項
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別　　に　　定　　め　　る　　事　　項 

 
関 係 条 項 内　　　　　　　　　　　　　　　容

 

第 　 ３ 　 条　　

（添付書類） 
１　収支予算書（様式第１号の２） 
２　自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書（様式第１号の３） 
３　誓約書（様式第２号） 
４　委任状(補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。) （様式

第３号） 
５　交付要件該当に係る確認書（様式第４号） 
６　見積書及び見積内訳書の写し又は契約書及び契約内訳書の写し 

７　（既築住宅の場合）設置する土地・建物の全部事項証明書又は固

定資産税に係る評価証明書等 

８　（既築住宅の場合）申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 

９　設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタロ

グ等の写し) 

10　機器設置前の現況写真 

11　発電量及び自家消費量に係る根拠書類(シミュレーション等) 

12　(国の補助金を利用する場合)太陽光発電設備等について補助を受

けていないことが確認できる書類 

13　市税（市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保

険税)の滞納がないことを証明する書類(納税証明書) 

14　県税の滞納がないことを証明する書類（納税証明書(3) 滞納の税

額がないことの証明） 

15　実施設計書及び図面(工事に伴う補助事業等に限る。)
 （指定期日） 

別途通知する。

 

第 ７ 条 　 第 １ 項

（軽微な経費配分の変更） 
補助事業の対象となる経費相互間の 20％以内の変更をする場合

 （軽微な事業内容の変更） 
次に掲げる変更以外の変更 
事業内容の新設、廃止

 （添付書類） 
　第３条の添付書類に準じる。

 （指定期日）　　　　　　　　　　　 
　別途通知する。

 
第 ９ 条 　 第 １ 項

（報告事項等） 
　必要が生じたときは別途通知する。

 

第 　 １ １ 　 条

（添付書類） 
１　収支決算書（様式第１３号の２） 
２　自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入実績報告書（様式第１３

号の３） 
３　請求書の写し 
４　領収書の写し 
５　契約書及び契約内訳書の写し（申請時に提出があった場合を除く） 
６　補助対象設備の保証書の写し 
７ （新築住宅の場合）設置する土地・建物の全部事項証明書等 
８　(新築住宅の場合) 申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 

９　電力会社との接続契約書、売電契約書等（FIT 認定を受けていない

再生可能エネルギー発電設備用）の写し 

10　（非 FIT 売電無の場合）逆潮流防止装置の設置が確認できる書類 



2 

  
 
 
 

 11　補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認すること

ができる書類 

12　建物の外観及び設備の設置が確認できる写真

 （指定期日） 
別に指定する日

 

第 １ ８ 条 　 第 １ 項

（処分制限期間） 
法定耐用年数　太陽光発電設備：17 年 
　　　　　　　蓄電池：6 年


